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お
知
ら
せ

「
九
州
・
沖
縄
地
区
一
斉
！

境
界
ト
ラ
ブ
ル
無
料
相
談
所
」

開
設

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。
な
お
、
相
談
に
当
た
り
、

資
料
な
ど
が
あ
る
場
合
は
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

【
時
】＝
２
月
15
日（
日
）10
時
～
15
時

【
所
】＝
鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支

局（
川
内
地
方
合
同
庁
舎
１
階　

共

用
会
議
室
）

【
内
容
】＝
境
界
の
ト
ラ
ブ
ル
相
談
、

筆
界
特
定
に
関
す
る
相
談

【
相
談
員
】＝
法
務
局
職
員
・
土
地
家

屋
調
査
士

【
問
合
先
】＝
鹿
児
島
地
方
法
務
局
不

動
産
登
記
部
門

０
９
９（
２
５
９
）０
６
９
５

か
ご
し
ま
子
育
て
支
援
パ
ス

ポ
ー
ト
の
有
効
期
限
の
延
長

に
つ
い
て

　

平
成
27
年
４
月
か

ら
、
か
ご
し
ま
子
育

て
支
援
パ
ス
ポ
ー
ト

の
有
効
期
限
が
、
一

番
下
の
お
子
様
が
満

18
歳
に
達
す
る
日
の

前
日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

　

パ
ス
ポ
ー
ト
の
交
付
を
受
け
る
に

は
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

【
申
請
手
続
】＝
２
月
２
日（
月
）か
ら

【
必
要
な
も
の
】＝
印
鑑
、
妊
婦
の
方

は
母
子
健
康
手
帳
、
子
ど
も
と
同
居

で
な
い
場
合
は
養
育
関
係
を
示
す
資

料（
保
険
証
な
ど
）

【
申
込
・
問
合
先
】＝
本
庁
子
育
て
支

援
課
育
成
支
援
Ｇ（
内
線
２
３
６
４
）

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

暴
力
団
を
排
除
し
ま
し
ょ
う

　

県
と
本
市
で
は
、

暴
力
団
排
除
条
例

が
施
行
さ
れ
て
お

り
、
暴
力
団
の
排

除
を
推
進
し
て
い

ま
す
。

　

昨
年
５
月
鹿
児

島
県
暴
力
団
排
除
条
例
が
改
正
さ
れ
、

「
事
業
者
か
ら
暴
力
団
員
等
へ
の
利

益
の
供
与
の
禁
止
」（
13
条
）が
新
設

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
同
条
に
違
反
す

る
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

利
益
供
与
違
反
と
は

▼�

暴
力
団
の
威
力
を
利
用
す
る
目
的

で
、
暴
力
団
員
な
ど
に
利
益
の
供

与
を
す
る
こ
と
。

▼�

暴
力
団
の
活
動
を
助
長
す
る
こ
と

や
、
暴
力
団
の
運
営
に
役
立
つ
こ

と
を
知
っ
て
、
暴
力
団
員
な
ど
に

利
益
の
供
与
を
す
る
こ
と
。

違
反
事
例

▼�

風
俗
店
経
営
者
が
、
２
年
数
カ
月

に
わ
た
り
暴
力
団
組
長
に
用
心
棒

代
を
渡
し
て
い
た
。

▼�

飲
食
店
経
営
者
が
、
暴
力
団
組
織

の
行
事
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
店
舗
大
広
間
を
提

供
し
た
。

▼�

建
設
業
者
が
、
暴
力
団
幹
部
と
の

雇
用
実
態
が
な
い
の
に
労
務
費
名

目
で
現
金
を
供
与
し
た
。

▼�

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
給
油
業
者
が
、

暴
力
団
員
の
車
と
知
り
な
が
ら
無

料
洗
車
を
行
っ
た
。

な
ど
で
、
違
反
勧
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

事
業
者
の
皆
さ
ん
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
条
例
違
反
と
な
り
ま
す
。

　

悩
ん
だ
り
、
迷
っ
た
と
き
は
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
先
】＝

▼�（
公
財
）鹿
児
島
県
暴
力
追
放
運
動

推
進
セ
ン
タ
ー

　

０
９
９（
２
２
４
）８
６
０
１

▼
薩
摩
川
内
警
察
署

　

（
20
）０
１
１
０

粒
子
線
が
ん
治
療
費
利
子
補

給
事
業
に
つ
い
て

　

県
で
は
、
県
民
が
粒
子
線
治
療
を

受
け
や
す
い
環
境
を
整
備
し
て
い
ま

す
。
こ
の
事
業
は
、
同
治
療
を
受
け

る
患
者
な
ど
が
そ
の
治
療
費
を
金
融

機
関
か
ら
借
り
受
け
た
場
合
に
、
利

子
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

＊�

粒
子
線
治
療
と
は
、
が
ん
の
治
療

を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
放
射
線

治
療
の
ひ
と
つ
で
、
が
ん
を
切
ら

な
い
治
療
法
で
す
。

【
対
象
者
】＝
メ
デ
ィ
ポ
リ
ス
が
ん
粒

子
線
治
療
研
究
セ
ン
タ
ー（
指
宿
市
）

で
粒
子
線
治
療
を
受
け
、
そ
の
治
療

費
の
支
払
い
の
た
め
に
金
融
機
関
か

ら
借
入
れ
を
行
っ
た
患
者
本
人
ま
た

は
そ
の
家
族
な
ど

【
対
象
借
入
金
】＝
借
入
金
の
う
ち
粒

子
線
治
療
料
相
当
額（
限
度
額
２
８

８
万
３
０
０
０
円
）

【
利
子
補
給
率
】＝
６
％
以
内

【
利
子
補
給
期
間
】＝
５
年
以
内

【
そ
の
他
】＝
所
得
制
限
な
ど
あ
り

【
問
合
先
】＝

▼
県
地
域
医
療
整
備
課

　

０
９
９（
２
８
６
）２
６
９
３

▼�

メ
デ
ィ
ポ
リ
ス
が
ん
粒
子
線
治
療

研
究
セ
ン
タ
ー
相
談
窓
口

　

０
９
９
３（
24
）３
４
５
６

老
人
介
護
手
当
の
申
請

　

老
人
介
護
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

次
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

＊�

特
別
障
害
者
手
当
お
よ
び
経
過
的

福
祉
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

（
支
給
対
象
者
を
含
み
ま
す
）は
対

象
外
で
す
。

【
要
件
】＝

▼�

要
介
護
高
齢
者
・
介
護
者
と
も
に

本
市
に
１
年
以
上
住
民
登
録
し
て

居
住
し
て
い
る
。

▼�

65
歳
以
上
の
要
介
護
４
ま
た
は
５

の
高
齢
者
を
、
在
宅
で
起
居
を
共

に
し
な
が
ら
基
準
日（
２
月
１
日
）

か
ら
過
去
６
ヵ
月
間
に
３
ヵ
月
以

上
継
続
し
て
介
護
し
て
い
る
。

▼�

要
介
護
高
齢
者
の
所
属
す
る
世
帯

の
世
帯
員（
同
居
者
）全
員
が
市
民

税
所
得
割
が
非
課
税
で
あ
る
。

【
支
給
額
】＝
６
万
円

【
申
請
期
間
】＝
２
月
２
日（
月
）～
27

日（
金
）８
時
30
分
～
17
時
15
分（
12

時
～
13
時
を
除
く
）

＊
土
・
日
曜
日
を
除
き
ま
す
。

【
必
要
な
も
の
】＝
介
護
者
の
印
鑑

（
ス
タ
ン
プ
印
を
除
く
）、
介
護
者
名

義
の
通
帳

【
申
込
・
問
合
先
】＝
本
庁
高
齢
・
介

護
福
祉
課
介
護
給
付
Ｇ（
内
線
２
６

７
５
）ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

健
康
福
祉
Ｇ（
鹿
島
支
所
は
市
民
福

祉
Ｇ
）

市
広
報
紙
に
有
料
広
告
を
　

掲
載
し
ま
せ
ん
か

　

市
で
は
、
自
主
財
源
の
確
保
を
目

的
に
、「
広
報
薩
摩
川
内（
原
則
月
の

第
２
週
に
発
送
す
る
分
）」の
裏
表
紙

に
掲
載
す
る
有
料
広
告
を
、
広
告
代

理
店（
申
込
先
）を
通
じ
て
募
集
し
て

い
ま
す
。
顧
客
拡
大
や
業
務
内
容
の

紹
介
な
ど
に
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

＊
広
告
は
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

＊�

市
広
告
審
査
会
で
広
告
掲
載
の
決

定
を
受
け
た
後
、
掲
載
し
ま
す
。

【
広
告
掲
載
料
】＝
２
万
７
０
０
０
円

（
１
枠
１
回
・
消
費
税
込
み
）

情報掲示板

＊
別
途
、
広
告
作
成
費
が
必
要
で
す
。

【
広
告
枠
の
規
格
】＝
１
枠
当
た
り

（
縦
）６
・
３
㎝
×（
横
）９
・
４
㎝

＊
複
数
枠
で
の
掲
載
も
で
き
ま
す
。

＊�

詳
し
く
は
、
申
込
先
に
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

【
広
告
の
色
】＝
フ
ル
カ
ラ
ー

【
申
込
先
】＝（
株
）可
愛
印
刷

（
23
）１
１
７
０�

【
問
合
先
】＝
本
庁
広
報
室
広
聴
広
報

Ｇ（
内
線
６
３
３
）

広
報
電
話
を
　
　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

当
番
医
や
防

災
行
政
無
線
の

内
容
な
ど
が
い

つ
で
も
聞
け
る

よ
う
に
、
広
報

電
話
を
設
置
し

て
い
ま
す
。

０
１
２
０（
８や
く
し
ょ

９
４
）２に

５コ
ー
ル６
に
電

話
を
か
け
、
＃
の
後
に
、
聞
き
た
い

項
目
の
番
号
を
押
す
と
、
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
流
れ
ま
す（
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
流

れ
て
い
る
間
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
選
択
も

可
能
で
す
）。

【
問
合
先
】＝
本
庁
広
報
室
広
聴
広
報

Ｇ（
内
線
６
３
３
）

１
月
１
日
付（
参
事
補
以
上
）

【
参
事
】

▽
文
化
課
専
門
職　
　
　

村
岡
斎
哲

（23）5111　　（20）5570
（22）8115（直通）

（37）3111　　（37）2252

（44）3111　　（44）3117

（42）1111　　（42）0767

（55）1111　　（55）1021

（3）2311　　（3）2912

（2）0001　　（2）1490

（7）0311　　（7）0753

（4）2211　　（4）2672

（22）0119　　（20）3430

■発　行
薩摩川内市（本庁）
〒895-8650　鹿児島県薩摩川内市神田町3-22

閉庁日および時間外　   （23）5115
■編　集
本庁企画政策部広報室（内線632・633）
　koho@city.satsumasendai.lg.jp
■各支所など
樋脇支所　　〒895-1292　樋脇町塔之原1173

入来支所　　〒895-1492　入来町浦之名33
　　
東郷支所　　〒895-1106　東郷町斧渕362

祁答院支所　〒895-1595　祁答院町下手67

里支所　　　〒896-1192　里町里1922

上甑支所　　〒896-1201　上甑町中甑481-1

下甑支所　　〒896-1696　下甑町手打819

鹿島支所　　〒896-1392　鹿島町藺牟田1457-10

消防局　　　〒895-0072　中郷町5031-1

＊甑島市外局番＝09969
■広報電話
     0120（894）256
＊夜間救急当番医やイベント・防災行政無線の放送
　内容などの情報が電話で確認できます。
■市ホームページ
　http://www.city.satsumasendai.lg.jp

＊音声案内後に内線番号を押してください。

やくしょ にコール

■市民健康課健康増進第1・第2G
　（川内保健センター内）　（22）8811
■各支所地域振興課健康福祉G

●市県民税（４期）
  ＜納期＞３月２日（月）

●国民健康保険税（８期）
  ＜納期＞３月２日（月）

税の納期（２月分）

１月１日現在（前月比）

■人　口 98,347 人（��＋����22人）
　　男 46,945 人（��＋����26人）
　　女 51,402 人（��−�����４人）
■世帯数 45,972世帯（�+�����15世帯）

＊住民基本台帳人口

＊受付時間

保健センターで実施する保健事業
地　域 月　日 時　間 内　　容

川 内

2/10（火）

＊ 9:00 ～  9:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・ 母 子 ）

2/17（火）

＊ 9:00 ～  9:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・ 母 子 ）

入 来 2/12（木）

9:30 ～ 11:00 母 子 健 康 手 帳 交 付 ・
健 康 相 談（ 総 合 ）東 郷 2/18（水）

祁答院 2/19（木）

!?

お便り
募集

　

広
報
室
で
は
、
お
便
り
・
絵
手
紙
・

写
真
な
ど
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
身
近
な
出
来
事
な
ど
で

紹
介
し
た
い
・
伝
え
た
い
、
心
温
ま

る
話
な
ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

【
投
稿
に
つ
い
て
】＝

▼
お
便
り
＝
字
数
２
０
０
字
程
度

▼
絵
手
紙
・
写
真
＝
題
名
を
記
入

＊�

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電

話
番
号
・
ペ
ン
ネ
ー
ム（
記
入
が

な
い
場
合
は
、
本
名
で
記
載
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
）を
記
入
の
上
、

広
報
室
ま
で
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。

文
章
は
、
必
要
に
応
じ
て
添
削
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

＊�

掲
載
さ
れ
た
方
に
は
、
竹
ノ
ー
ト

な
ど
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
差
し
上
げ

ま
す
。

【
投
稿
方
法
】＝
は
が
き
、
封
書
、
電

子
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接

【
投
稿
・
問
合
先
】＝
本
庁
広
報
室
内

読
者
の
ひ
ろ
ば
係（
内
線
６
３
３
）

koho@
city.satsum

asendai.lg.jp

読
者
の

読
者
の

ひ
ろ
ば

ひ
ろ
ば

市
職
員
の
人
事
異
動

7 6広報薩摩川内　2015.1.252015.1.25　広報さつませんだい


